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保護者の皆様 

 

保 育 課 長   

 

延長保育料における申請について（依頼） 

 

平素は、本市保育行政の推進に御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 標題の件につきまして、保育所（園）及び認定こども園で延長保育を利用された場合は

延長保育料をお支払いいただいておりますが、延長保育を利用された世帯のうち、保育料

の階層区分がＡ階層（生活保護世帯）及びＢ１階層（市民税非課税世帯で母子・父子・障

害世帯）の方は延長保育料が無料、Ｂ２階層（市民税非課税世帯でＢ１階層以外の世帯）

の方は延長保育料が減額されます。 

 つきましては、延長保育料の免除・減額を希望される場合は、下記のとおり、各施設に

対し、申請を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、申請に必要な手続は、利用している施設によって違いがありますので、各施設に

お問い合わせください。 

 

記 

 

１ 延長保育料の免除・減額 

  Ａ階層、Ｂ１階層及びＢ２階層の世帯につきましては、保護者からの申請に基づき、

延長保育料を免除・減額します。 

２ 申請時期 

  年２回（４月・９月） 

３ 申請方法 

  継続利用の方は「保育料決定通知書」、新規入所の方は「入所承諾書」又は「利用調整

結果通知書」のコピーを利用している施設に御提出ください。 

 ※ 提出が遅れた場合、免除・減額の遡及はできませんので、御注意ください。 

【問合せ先】 

寝屋川市こども部保育課 

TEL 072-812-2552（直通） 


